
公立大学法人岐阜県立看護大学における運営費交付金の概要

■ 本県における運営費交付金の体系

■ 本県における普通運営費交付金の算定ルール

＝ －

運営費交付金

普通運営費交付金 法人の通常の業務運営に係る経費について交付するもの

特別運営費交付金
法人の臨時的な業務運営に係る経費（退職手当等）について使途を特定して交付するもの

（不足時は追加で交付し、余剰時は原則当該年度の運営費交付金を減額して調整）

地方独立行政法人制度においては、公営企業型を除き、独立採算制を前提としていないため、設立団体である県は、法人に対して

「所要の財源措置」＝「運営費交付金」を講ずる必要がある（地方独立行政法人法第 42 条）。

普通

運営費交付金

支出見込額

（ 効率化対象経費 × △１％ ＋ 効率化対象外経費 ）

自己収入見込額

（平成 22年度見込額で固定）

○使途を特定せず交付（渡しきり）

○毎年度１％ずつ削減（経営努力による効

率化を義務化）

法的義務のある経費、法人にとって裁量性の低い経

費は、使途を特定し、所要額を交付（不足時は追加

で交付し、余剰時は原則当該年度の運営費交付金を

減額して調整）

○職員人件費（教員、事務職員等）

○宿舎固定資産税

○学校医・産業医委託料（報酬） 等

算定に含まれている自己収入

○授業料

○入学金

○入学検定料

○科学研究費補助金間接経費

○宿舎貸付料 等
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